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八戸医療生活協同組合 八戸生協診療所 

訪問リハビリテーション 重要事項説明書 
 

１．事業者（法人）の概要 

事業主体の名称 八戸医療生活協同組合  

事業主体の所在地

（連絡先及び電話番号等） 

〒031‐0004 青森県八戸市南類家 1丁目 17番 2号 

電話：0178‐71‐3456    ファクシミリ：0178‐73‐1175 

 

２．事業を提供する事業所の概要 

(1) 事業所の所在地・サービス提供地域など 

事 業 所 名 称 八戸生協診療所 訪問リハビリテーション 

介護保険事業所番号 0210314530 青森県   （医療機関コード 0314530） 

事 業 所 所 在 地 〒031-0004 青森県八戸市南類家 1丁目 17番 2号 

連 絡 先 電話：0178‐71‐2525  ファクシミリ：0178‐44‐0334 

通常の事業の 

サービス提供地域 

八戸市内は以下の地域とし、八戸市内のその他地域については要相談と

する。 

長者・白山台地区、三八城・根城地区、小中野・江陽地区、 

柏崎・吹上地区、是川・中居林地区、大館・東地区、白銀・湊地区 

白銀南・鮫地区 

 

(2)事業所窓口の営業日及びサービス提供時間 

営 業 日 

月～金曜日（祝日は営業する） 

＊休業日は、土曜日、日曜日、5月 3～5日、8月 13日～15日、12月 30日

～1月 3日とする。 

事業所営業時間 午前 8時 15分～午後 5時 15分 

  

(3)事業の目的及び運営の方針 

事業の目的 
事業所の従業者が、要介護状態（介護予防訪問リハビリテーションにあって

は要支援状態）にある高齢者に対し、適正な指定訪問リハビリテーション及

び指定介護予防訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。 

運営の方針 

・事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者

の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

・事業所の従事者は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利

用者の心身の機能の維持回復を図る。指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供にあたっては、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、

自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要

なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を

図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

・指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態

の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようそ

の目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。 

・事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域
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包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他の居宅サービス事業者並び

に地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

(4)事業所の職員体制 

職 職務内容 人員数 

医師 
訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテー

ション計画の作成に係る診療を行います。 
常勤１名 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

１ サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事

業者と連携を図ります。 

２ 医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、介護職員その他の職種の者が多職種協同により、リハ

ビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基

づく評価を行って指定訪問リハビリテーション計画を作成

します。計画作成に当たっては、利用者、家族に説明し、

利用者の同意を得ます。作成した計画は、利用者に交付し

ます。 

３ 訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビ

リテーションのサービスを提供します。 

４ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサー

ビスを提供します。 

５ それぞれの利用者について、指定訪問リハビリテーショ

ン計画に従ったサービスの実施状況及びその評価につい

て、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告し

ます。 

６ リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーシ

ョンに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情

報を構成員と共有するよう努め、適切なサービスを提供し

ます。 

７ 利用申し込み受付や他事業所との連絡調整を行います。 

８ 介護給付費等の請求及び通信連絡事務を行います。 

常勤及び 

非常勤 

１名以上 

 

３．提供するサービスの内容と担当者 

(1) リハビリ専門職がご利用者様の自宅を訪問し、医師の指示に基づいて、その心身状態と

有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、目標と期間

を定めてリハビリテーションを行うことにより、心身機能や生活機能の維持又は向上、

社会への参加を図るためにサービスを提供します。（具体的内容についてはリハビリテ

ーション実施計画書を作成してご説明し、同意を頂いたサービスを提供いたします。） 

(2) サービス提供の担当者は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が連携しながら、必要

な職種が複数担当制で関わらせて頂きます。 

(3) 訪問リハビリテーションの禁止行為 

指定訪問リハビリテーション事業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

・利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

・利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

・利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除く） 
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・その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

４．利用料 

以下の料金は介護保険（医療保険）の法定利用料に基づく金額であり、保険適用の場合は市

が交付した「介護保険負担割合証」に記載された負担割合の料金をご負担いただきます。 

但し、契約の有効期間中に介護保険法等の法令改正により利用者負担額の改定が必要となっ

た場合は、改定後の金額を適用いたします。また、介護保険給付の支給限度額を超えてサービ

スを利用する場合は、超えた分の全額をご負担いただきます。交通費の負担はございません。 

●介護保険（介護予防含む）の場合 

費用・加算の名称 
算定 

頻度 

利用料金  ※① 

1 割負担 2割負担 3割負担 

訪問リハビリテーション費 
＊訪問時間は概ね 40分（20分×2回）を基本にします。 

20 分毎 308 円 616 円 924 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      ※② 20分毎 6 円 12 円 18 円 

短期集中リハビリテーション実施加算    ※③ 1 日毎 200 円 400 円 600 円 

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ ※④ 1 月毎 180 円 360 円 540 円 

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ ※⑤ 1 月毎 213 円 426 円 639 円 

訪問リハビリテーション計画診療未実施減算 ※⑥ 20 分毎 -50 円 -100 円 -150 円 

長期期間利用介護予防リハビリテーション減算 ※⑦ 20 分毎 -30 円 -60 円 -90 円 

退院時共同指導加算 ※⑧ 1 回 600 円 1200 円 1800 円 

介護職員等処遇改善加算 ※⑨ 毎月 総介護報酬単位数×1.5％ 

●医療保険の場合 

費用・加算の名称 
算定 

頻度 

利用料金  ※① 

1 割負担 2割負担 3割負担 

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 
＊訪問時間は概ね 40分（20分×2回）を基本にします。 

20 分毎 
300 円 

※⑩ 255円 

600 円 

510 円 

900 円 

765 円 

※①：ご利用者様の負担割合（1割・2割・3割）に応じた利用料金になります。 

※②：訪問担当のスタッフの中に勤続年数 7年以上の療法士がいる場合に算定します。 

※③：退院(所)又は初回認定日から 3ヶ月以内に、週 2回以上実施した場合に算定します。 

※④：リハビリ計画書を作成し、リハビリテーション会議を開催したうえで利用者の状況等を構成

員と共有・連携を図ることで算定します。 

※⑤：④に加え、リハビリテーション計画を厚生労働省へ提出しフィードバックを受けることで算

定します。 

※⑥：当診療所以外が主治医で、事業所の医師がリハビリ計画作成に係る診療を行わなかった場合、

訪問リハビリテーション費から減算になります。 

※⑦：介護予防リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して 12月を超えて且つ、

リハビリテーション会議開催、リハビリ計画書を厚生労働省へ提出を行わなかった場合で、

介護予防リハビリテーションを行った場合、訪問リハビリテーション費から減算になります。 

※⑧：退院する利用者に対し、訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士ま

たは言語聴覚士が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に初回のサー

ビス提供を行うことと、退院時共同指導の内容を記録することで算定します。 

※⑨：介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総単位数に、1.5％の加算率を掛け合わせることで

算出します。 

※⑩：同一の建物に居住する複数の利用者様に訪問リハビリを提供する場合の料金になります 

●その他の費用 

(1) ご利用者様の住まいにおいて、サービスを提供する為に使用する、水道・ガス・電気な

どの費用は、ご利用者様の負担になります。 
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(2) リハビリテーション計画に基づいて実施する、作業活動などに要した材料費や、外出訓

練での交通費・参加費等については、ご利用者様およびご家族に事前に説明して了解を

得た上で、必要となる実費を請求させて頂きます。 

 

５．利用料の請求及び支払い方法 

(1) ご利用料（利用者負担金）については、上記に基づき【契約書別紙】に定めた料金をも

とに計算された利用月ごとの合計金額を、翌月 15日までに書面でお送りいたします。 

(2) お支払は、特別な理由がある場合を除き、銀行又は郵便局の口座振替とさせて頂きます。

ご利用料金は毎月 27日(土日祝の場合は翌日)に、ご登録いただいた口座より引き落とし

させて頂きます。お支払い頂きますと、領収書を発行いたします。 

 

６．サービスの利用についての留意事項 

(1) サービス利用開始前に、当診療所の医師より訪問リハビリテーション指示書が必要

です。主治医が八戸生協診療所以外の場合は、事前に主治医から当診療所への診療

情報提供書を頂く必要があります。 

(2) サービスの利用開始時と認定が更新された時に、介護保険被保険者証（または医療

保険証）、介護保険負担割合証をご提示下さい。変更があった場合は、事業者にお知

らせ下さるようお願いします。 

(3) 継続してご利用となる場合、主治医からの診療情報提供書と当診療所の医師による

訪問リハビリテーション継続の指示書が一定期間ごとに必要となります。 

(4) 従業者に対して、金品や飲食物の提供はご遠慮させて頂きます。 

(5) 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いにつ

いて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から３月以上遅延し、さらに

支払いの督促から 14日以内に支払いが無い場合等、文書で通知することにより即座

に訪問リハビリテーションサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

７．サービスの利用にあたっての注意点とお願い 

(1) ご利用者様の都合でサービスの利用を中止する場合は、可能な限りご利用の前日ま

でにご連絡をお願いいたします。ご利用者様の容態の急変などでやむを得ない場合

は、当日に中止されても、キャンセル料は不要です。 

(2) サービス利用当日のご利用者様の体調が悪く、事業者が通常のリハビリテーション

の実施が困難と判断した場合、サービスの提供を中止させて頂く場合がございます。 

(3) サービスのご利用を中止・終了される場合につきましては、出来る限り早めに担当

の介護支援専門員または当事業所までご連絡をください。 

(4) 利用者様の状態に応じて臨時対応を行う場合など、やむを得ない事情により計画さ

れている訪問の日時に変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。 

 

８．緊急時の対応方法 

(1)  訪問リハビリテーションの提供中に、ご利用者様の容態に急変などが生じた場合は、

必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、事前の打ち合わせに従って、主治医、

救急隊、親族、居宅介護支援事業所（介護支援専門員）などに、連絡を行うなど必要

な措置を講じます。 

(2)  救急搬送が必要になった場合、速やかかつ適切に対応できるように予め【緊急時情報

提供カード】を作成して、主治医や救急隊、医療機関等と連携して緊急時の対応を行

います。また、記載内容に変更があった場合はカードの情報を更新いたしますので、

速やかにお知らせ頂くなど、作成へのご協力をお願いいたします。 
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９．事故発生時の対応方法 

(1) 訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合には、速やかにご利用者様

のご家族、担当の介護支援専門員に連絡するとともに、必要な措置を迅速に講じます。

事故内容によっては市町村への報告を行うとともに、原因の分析と今後の対策を検討

することで、再発防止に努めます。 

(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、利用者または家族の生命・身体・財産に損害を

与えた場合、その損害を賠償します。ただし、事業者に故意・過失がなく責任が問え

ない場合はこの限りではありません。当事業所は、損害賠償保険に加入しています。 

 

１０．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 (事業所長：菊地 雅愛) 

（2） 苦情解決体制を整備しています。 

（3） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

１１．身分証携行義務 

  指定訪問リハビリテーションを行う者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者ま

たは利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１２．ハラスメント対策指針 

ご利用者やそのご家族などが当事業所や当事業所の従業者に対して、物を投げたりなどの

暴力又は乱暴な言動、腕を引き抱きしめる等のセクシャルハラスメント、その他ストーカ

ー行為など、本契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合等、信頼関係が回復困難

な程度に損なわれた場合、文書で通知することにより即座に訪問リハビリテーションサー

ビスを終了させていただく場合がございます。 

 

１３．秘密保持 

(1) 当事業所及び従業員は、ご利用者様又は第三者の生命・身体等に危険がある場合など正

当な理由がある場合を除いて、ご利用者様に対する訪問リハビリテーションの提供にあ

たって知り得たご利用者様及びそのご家族に関する秘密を漏らしません。この守秘義務

は契約終了後も同様です。 

(2) 当事業所は、その従業員が退職後、在職中に知り得たご利用者様及びご家族に関する秘

密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。 

(3) 事業所は、ご利用者様のご家族の個人情報を用いる場合は、ご利用者様のご家族の同意

を得ない限りサービス担当者会議において、その個人情報を用いません。 

 

１４．サービス提供に関する相談・苦情窓口と対応方法 

 ＜当事業所の相談・苦情窓口＞ 

・以下の窓口にて、当事業所が提供するサービスについてのご相談・苦情を承ります。 

電話：０１７８－７１－２５２５  ＦＡＸ：０１７８－４４－０３３４ 

受付時間： 月～金曜日 ９：００～１７：００ 

○苦情窓口担当者（ 石鉢 槙  ） 

○苦情解決責任者（ 菊地 雅愛 ） 
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○第三者委員  （ 工藤 堅治：0178-34-0443 ）（ 一山 義夫：0178-46-1431 ） 

・八戸生協診療所・組合センター、各介護事業所に備え付けている「虹の箱」に、ご意見・

ご要望・苦情等を投函することができます。 

※ご相談や苦情があった場合、窓口担当者（いない場合は他の職員）が親切丁寧な対応を行

います。さらに、【相談・苦情対応フロー図】に従って、なるべく速やかに対応・解決でき

るように努めます。原因究明し検討することで改善や再発予防に役立てます。 

 

＜行政機関その他の苦情処理受付機関＞ 

・八戸市福祉部 介護保険課 （住所）八戸市内丸１丁目１番１号 八戸市庁 

               （電話）０１７８－４３－９２９２（直通） 

＜認定に関する不服の申立＞           

・青森県健康福祉部 高齢福祉保健課（青森県介護保険審査会） 

（住所）青森市長島１－１－１ 青森県庁       

（電話）０１７－７３４－９２９８              

＜サービスに関する苦情・相談＞ 

・青森県国民健康保険団体連合会（国保連） 

              （住所）青森市新町２丁目４番１号 青森県共同ビル３Ｆ 

              (電話）０１７－７２３－１３０１ 

                                 

 八戸生協診療所 訪問リハビリテーション 2026.6.1 
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サービス提供職員 事業所 

苦情対応 

 

事実確認 

原因究明 

改善 

介護保険課 

高齢福祉課 

法人が設置する 

第三者委員会 

相  談  者 

相  談  者 

市町村(保険者) 

地域包括支援センター 

国保連 青森県 

相
談
・
苦
情 

相
談
・
苦
情 

報
告 

連携 

引継ぎ 

諮問 

助言  

 

説

明 

相

談

苦

情 

調 

査  

指

導

助

言 

通
知 

通
知 

調査 

指導 

助言 

連

携 

連携 連絡 

協議・検討     

情報の共有 

連携

連絡 

相

談  

苦

情 

報

告 

相談受付担当者（石鉢 槙) 

傾聴・記録  事業所事務 

相談・苦情対応フロー図 

苦情処理解決責任者（事業所長：菊地雅愛)        

記録   事業所事務 

セーフティ委員会 

コンプライアンス委員会 

八戸医療生活協同組合 

 

常勤理事 

所長会議 報告 

助言 
報告・助言 

年２回定期的な報告 


